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ギ ロ チ ン 社 と そ の 人 々 （そのニ)

—— 日 本 ア ナ キ ズ ム 運 動 史 料 （1)——

小 松 隆
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ギロチン社のかかわった事件で*表面にでたものは 

大略以上のとおりである。彼らの活勘も〈リヤク〉に 

とどまっているかぎり，まだ逃げ道もあったが， 日々  

の生活もままならぬ窮迫状態においこまれていくと， 

つぎつぎととりかえしの;0 かない出来事をひきおこし 

ていく。その 1 つがすでに述べた仲による庄司への犯 

撃であった。たとえ誤認であれ，庄司がすでにリヤク 

に応じていたことがら，他の同志は困惑と動揺をかく 

しえなくなった。もう1 つがa 中の甘帕五郎への®擊 

であった。これも，中浪以外はつよく反対したのに決行 

されたことから，他の同志は中淚への不信をつのらせ， 

大きく励揺にさらされることになった。析から，ます 

ます深刻になる経済的窮迫は，彼らを、、っそう焦慮と 

不安にかりたて，ついには小坂事件にまでおいたてた 

のでf e った。その結果，その事件を機に，残った话勘 

家たちは地下に潜行せざるをえなくなり，まだった沾 

励は不可能になるのである。そこにいたって，彼らは 

0 > るLI的〉で爆弾やピストルの入手に部ホする。こ 

とに労働運勘社の村木源次郎，和W久太郎と合流して 

からは，その方而での? に力を入れることになる。

中供，lii*ill, 食池らがその主要な閲係者であった。

■ しかし，そのく目的〉がなんであったかは，村木，

和 ff lらの大杉虐殺にたいする復醫としての福ffl雅太郎 

大将襲撃以外，判然としない。囚われた同志の救出の 

ための警察署爆破. 世間にたいする衝撃と混乱の盤起. 

当初の目標であった摄政宮へのチロルなど力':狙いとし 

て考えられるが，いずれも具体性に欠ける力、，目的が 

、まいなものである。ことに|が，(：>の11̂ 政宮へのチロ 

ルは，調書でも，予蔣決定書でも，判決文でも，意図 

的に排除されている。そのため，彼らの究極の目標に 

かかわる真実は不明のままである。この点について，

秋山氏と逸見氏が前掲論文で，倉地の記憶にたよって， 

不敬罪や大逆罪がまったくとりあげられなかったのは， 

当局と古田の収弓Iきの結振であることを示唆していろ。 

つまり. 一方で当局はあいつぐ不祥，件の上に，さら 

に 新 し 、大逆事件が発生するとなれば，内閣の総翁•職 

はさけられず，政治の混乱，人心の励揺*不安ゆさけ 

られな、と判断した。他方で，古田らは大逆罪ともな 

れぱ，同志の懷牲もはかり知れなレ、と判断した。その 

ような相互に與なる利害から，极政宫へのチロルのよ 

うな大逆# にかかわることはいゥさいふれないことに， 

当局とも，旧が約来をかわしたというものである。この 

点については，江ロ淡氏も同意見であり，つぎのよう 

にうけとめていた。

r宇野栽狗長とホfil大次郎と^^その日の言葉のやり 

とりについて，私は家に帰ってから，ひとりでさん 

ざん考えぬいた。-fir旧の生- - 本な性格からいって， 

最後の目的がヒロヒト擬政の宮の略殺にもったこと 

を, 予審廷-でいわないはずはない。それをW1いてひど 

< あわてた敕判所が，古出に泣きついてむりにも収 

消させたのではないだろう力、。関ま大簾災のすぐ後 

で，ネト烈事件に虎のr jj ji# と大逆事件がすでにニど 

までつづいている。虎のr t 事件では山本権兵衛め旧
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ギロチン社とその人々（そのニ）

が倒れた。いままた古lilの計pjjがま面化したら，ま 

た内閣がゆjれないとも限らない。それを怖れた栽判 

所は古111の前に膝を折って収り消してもらった。そ 

の代り裁判を金部公開するという条件で。そして， 

ホW もまた，不必要な儀牲者を出すのを他れて，つ 

I 、に栽制所の耍諧をいれてやったのではないだろう 

力、。J

彼らの最終目標にもかかわるこの点は，ギロチン社 

とその関係-者の位置づけや思想を明らかにするうえで 

も，きわめて重要である。 しかし安易な推測もでき 

ないことから，これまではギロチン社の評肺にしても 

あいまいなものにならざるをえなかった。一般に広く 

納得されうる通説もなかったように思う。

アナキストにとっても，この事件の真相は容易につ 

かめず，丧いflij明確な態度はうちだせなかったようで 

ある。ただ, 大杉にたいする復截がからんだことと， 

腹成の逝動にあきたらず，天皇制日本に肢接対決しよ 

うとしたことはおぼろにわかったことから，彼らへの 

典感は失せなかった。事作発生直後にしても， しぱら 

くはアナキストの間には少なくともギロチン社として 

の活動をまったくポ定してしまう?]£張ぼみられず，む 

しろ同情と共感の念力;支配的であった。 しかし一般 

からは思想団体としてよりも，暴力的な犯罪染団とみ 

なされるだけに終ったことも十分想像されるところで 

ある。 しかも，それがアナキズムと： しにられ 

ることから，アナキズムにすこ、、する評価も1/、ちだんと 

きびしいものにならざるをえなかった。そして，たん 

なる犯罪集団はもちろん，過激集団にしても，その発 

生 • 働時点には敬烈な印象を劉印することはあって 

も，はどなく忘れさられてしまう場合が多いように，

ギロチン社もいつめ間にか一般からはもちろん，アナ 

キストからもi g れられてしまう。

ただ，f c る時はにさて，そめ思想やま速動の侧而 

からよりも，文学や哲学や人生の視ぶからではあるが, 

関係者たち個々にたいするm if•価がこころみられるよ 

うになっナこ。それを機に，その後その旧体や閲係者仓 

体の实爐も少しずつあきらかにされはじめている，今 

では彼らの文学や人生観めみでなく，ギロキン社の木 

質にもかかわる思想や行励もW 砍討されつつある。そ 

れは，文学上のアプロー チからの派生というだけでは 

なく,思想や週励の泥迷に遭遇して，波らのような生命 

がけの述⑩，一ま線的な運勘までiiyいなおされる必 

がホ) ゥたからにはがならない。’たとえ，站か t それら 

力，、批刺されされるだけに終るもめでホ>ったとして

も，何がしかの意!1̂ を̂現代に提起することができれぱ, 

彼らの沾動はまったく無意味なものとして消えてしま 

うことはないだろうしさらに深く其突の究明がつづ 

けられることになるだろう。

4. 「予密終結決走書 J

ここで，いわゆるギロチン社事件の全貌を解明する 

ニすニがかりとして，予審終結-決走書を資料として紹介し 

ておく。 そ の 大 略 は *■大阪毎日新閲 J  (1924すこ1 1月 28 

n 夕刊）は力、， 一般紙に報道されている力';,以下に示 

すものはその全文である。

予 審終結決定書，

本 籍 県 羽 島 郡 ぬ 枝 村 大 字 北 及 3194银地 

住居大阪府東成郡清水村宇上ノ  i±

無職，河 合 ^ 徹 ト 河 合 旗 左 右  

当26ィ

本 籍 兵 m 県神崎# 豊富村神#屋敷 

住居大阪府来成郡清水村字上ノ  i±

無職  小西次郎

当25年

本 籍 東 京 riJ小石川区原町12番地 

住屈大阪府束成郡清水村字上ノ  ifc

無職 , 伊弁三郎コト茂野栄 iL?

当21年

本 籍岡 山 県 真 庭 ?II; ニ川村大字種635番地 

住居大吸府東成郡清水村字上ノ  i t  

無職，陛 野 コ ト 内 m 源太郎 

当1 9年

本籍広岛県芦品邵宣山村宇上山守 1121番地 

住® 神戸市神若通り2 T 目，神 戸 市 立 労 働 所  

無職，小 川 全 英 コ ト 小 川 義 雄 *

本 籍 山 県 阿 武 郡 获 町 江 向 336番地 

住 ;S 不走

無職， 中 由 得 コ ト W 4 ,3 3之進

当

木 籍 兵 liK県有馬部: ^ 旧in n 74番ノ 1 屋 数 ,

化 店 神 戸 11す須悔l【iJ■板宿 159番地

無職  仲 喜 ー

当24タシ

本 籍 湖 ， 企 救 ホ 大 字 柄 め 山 515# 地 

他 } 不 矩
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ギロチン社とその人々（その-ニ）

著述業，中沢哲'コ ト 富 岡 誓 ’
： . ' ：当28年
本籍大阪市北K 今弁町21番地 

住居不徒

士方稼 例 棘 -^
当25年

本籍束京府豊多摩都波谷町大字下波谷350番地 

往居同府担原郡平塚村字上蛇ま532番地 

無職，藤井久コトホ!!!大次郎 

当25年

木豁岡山県上道郡西大寺WJ*420番地 

住居東京府苗原都平塚村字上蛇建532银地 

妨績職工 倉地啓司

当35年
本籍静岡県 ffl方郡ち鳥町1672番地ノ1 

住居東 M府往原都目黑町三W206番地 

鈴 木 辰 夫 方 .
無職 上野克己

当20年

右河合康左右，小西次郎，茂Hチ栄吉，内旧源太郎，小 

川綴雄，ホ田大次郎に対する強盜殺人及び恐喝，仲喜 

一に対する殺人未遂，強盗，恐喝，田中男之進に対す 

る強盗，恐喝，ぎ岡誓に対する強盗，殺人教唆，殺人 

未遂教唆及び恐喝，併藤孝一，倉地^^司，上野，克己に 

対する恐喝各被告事件に付き饼合して予審理を遂げ決 

定すること左の如し 

生 文

本件を大阪地方栽判所の公判に付す: 
m 由

被告等は左に揭ぐる事実に付き公判に付するに■足るベ 

き犯卵の嫌疑るものとす

被告人等は何れも虚無主義的思想を抱懷する過激なる 

無政府共産主義者なる処

ni- , 破壊暗殺を為したる露国農民団休又は仏蘭西 

命を連想せしむる極柬處無党, ギロチン社，分黑党, 
靑年iY«：命党，（Y R 社) ，青年五月党，及びレべオン 

社等の名称を用ひ会社及び資木家を恐喝して金円を 

交付せしめんことを企て，

(り被告人富闕誓，河合康左;/f i , 仲喜- 共謀の上, 
大IE12キ: 7 月下甸，大阪Tl/Jfj!区高麗橋2 丁目，株式 

会社三越妈服店大阪支‘店に於て，広告係♦白名民憲 

に面会し吾人は分黑觉貫にして普通のまま者とは其 

の趣を與にし，福旧狂ニの如きは詰らぬ奴なり, 吾 

々は此度制鮮に於て大事件を起さんと計画しほるに

付き其の旅費及び資金として☆ 千円けi金せよと迫り， 

其の耍求に応せざれば泡寧ホ加ふブき態を示し 

同人を畏怖.せしめ即時余四百R の交付を受け，

( 2 ) 被告人倉地啓同は同月24日頃前記三越舆服大 

阪支店に於てY  R 社の肩書ある名刺を出し前示白名 

K 憲に面会し，自分は資本主義と戦ふ者なるが其の 

運励資金として金百円を出金せよ，と迫り同人を畏怖 

せしめ则時同人より金五十円の交付を突け.

(3》 被f i A 常岡f , 河合康左右，舍地啓涨仲喜一 

は共謀の上同年8 月上句，北区堂岛浜通2 丁目束涕 

妨辕株式:会社に於て同社庶務係稼本二三及び同社収 

蹄役注司Z *吉に而会し虚無主義者の団体ナル我ガ分 

揚党の運励資金として金千円を提供せよと迫り其の 

悪求に応せざれば，危害を加ふべき態度を示し同人 

等を畏怖せしめ海本二三より金五十円H£司Z iilrより 

金亩円の各交付を受け，

(4) 被告人ぎ岡誓，河合跟左右，仲喜-^は共謀の上 

同月上旬同ホ南区大定寺町来元町株会社高鳥屋貝 

服店に於て分黑党浜一徹なる名刺を出し支配人に面 

会を求め同社計画係大fl:善三が其め事孜室で引見す 

るや，かかる狭き場所にて面会するは吾人を侮辱す 

るものみりと難詰し分黒觉の}!動資金として金五百 

円を提供せよとめりしも同人が;g :に応せざりし為め 

更に其の翌々日誓,康左あ両名ハ拳錢を携へ同店に 

立越し善三に面会し所携の拳統を示し金五百円の出 

金方を独要し, を U K すること能ゆされぱ，吾人の 

運動に最も必要なる拳錢二十挺を蒂贈せよと中し向 

け咸嚇したるも, 善三が辞柄を構へ赴れに応せざり 

し為め其の的を達せず，

(5) 被告人?1̂ 岡誓, 河合康左右，倉地啓司，仲喜一 

は共謀の上今月中句頃(，同市西区江戸掘南通り1 丁 

目大E1ネ妨績連合会内の樊業同志会事務所に於て同 

会理事A 木幸=r!f，に対し虚無主義者の@1体なる齊が分 

黑党は海外と速絡を取り将に大運励を開始せんと計 

画レ居るに# き，共の運勘资☆を提供せよとし向 

け若U K せざるに於てはデ(5：害を加ふべき態度を示し 

同人を長怖せしめ即時同人より金百円の交忖を受け, 

(6》 被告，人富岡誓，食地機1 ]̂は共謀の上, 同月1 0日 

明 , 神戸ホ来]/I:池，鐘激妨績株式会社営業部に於て 

秘書係原愛之進に対し，吾人は多洋労働週勘に従事 

するものなるが，其の資金として金参百円を提供す 

べしと中し向け極めて粗暴なる態度を示し是に姥;せ 

ざれば;*を害を加ふべき事を睹示し同人を畏怖せしめ 

即時同人より金西円の交付を受け,
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ギロチン社とその人々（そのニ）

( 7 ) 被告人河合康左右，古田大次郎は新谷与一郎と 

共謀の上. 同月1 4 日，前記鋪淵妨績株式会社営業部 

に於て，前(6)原愛之進に対し，東京ギロチン社の肩 

書ある中浪哲，富岡誓名義の名刺を差出し，党の運 

動費として金E t百円を出金せよと迫り，若し之れに 

応せざれば危害を加ふべき態度を示し同人を畏怖せ 

しめ，即時同人より金2 ：十R の交付を受け，

《8》 被告人小西次郎は大阪合同紛績株式会社取缔役 

秋UI広太力';後記第二掲記の如く同月2 0 日夜，其の私 

屯に於て被告人仲喜一及び田中巧之進に脅迫され金 

百円を胁趣せられ畏怖し居るに乗じ，同月2 2 日大阪 

市北区堂岛浜通り2 丁目なる同会社に於て秋山広太 

に面会を求め自分は仲喜一 と同様極東虑無党員なる 

力*、，社会改造には過激手段なる直接行動に出するを 

耍キるを以て吾党の為め運動資金を提供せよとホし 

迫り，是に応せざれば危害を加ふべき態度を示し， 

同人を長怖せしめ即時同人より金百円の交付を受け,

( 9 ) 被告人河合康左右, 旧中男之進，上疑克己は共謀 

の上，同月下旬兵庫県武贿都住吉村なる柬洋鉢績株 

式会社取稀役庄司乙吉'宅付近，道路上に於て同人の 

会社よりの帰途を擁し分黑党の運動资金として金三 

千円の支M!方を迫り，是に応せざれぱ危害を加ふべ 

き態度を示し，同人を威嚇し，同人方に於て同人を 

して六哲円支filすべきことをポ諾するに至らしめ即 

時金三百円の☆付を受け次て其の数日大阪市西区江 

戸掘南'通 1 丁 0 大口本助績連合会内に於て同人より 

残を三百円の交付を受け，

( 1 0 )被告人仲喜一, r a中勇之進は共謀の上同年9 月 

1 1ロ午後6 時過旧奈iM県生駒郡都山町字部IMなる大 

阪合同助廣株式会社取餘役飯尾一二方付近道路上に 

於て同人の会社よりの帰途を擁しni分は極東斑無党 

貝にて:本部より資金調逮の為め来りたるものな 

り，応分の資金を提供せよと迫り楚に応せざればffc 

害を加ふべき態度を示し同人を威勝したるも，同 

家使用人等が其の現場に来りたる為め其の目的を達 

せず，

0 1 ) 被告人小西次郎，河合成左;r：?は共謀の上後記第 

E^揭記の如く同月12 ほ朝，被告人仲富一が飯思一二 

を殺博せんとした大阪市北区'堂路お通り街路に於て 

前示Hび力を飯尾一'ニと誤信し拳統にて犯擊した 

る為め飯思一‘ニが恐袖し；̂：'るに乗じ同J T ド句大阪ホ 

北区觉岛お通り2 T H I なる合同が:紐株式会社に於て 

収綿役秋山広太に対し飯用は分黑党の同带仲商一と 

妥協を為す意思なきや，めし飯傅に於て仰宵一^を逃

走せしむる資金として三千円出金せぱ妥協の労を執 

る可き旨中込み同人を介して同人を畏怖せしめ同月 

3 0 日兵庫県武庫郡阪神電気鉄道青木停®所に於て同 

人を介して飯尾一* ニより金千円の交付を受け，

( 1 2 )被告人河合康左右，小西次郎，茂野栄吉，小川 

義雄は共謀の上同年10月 6 日頃より同月中旬迄の間 

に数回に前記三越具服店大阪支店及び大阪府東成都 

天王寺村字天王寺なる同支店次席北村直次郎の私宅 

に於て同人に対し虚無主義分黑党の新聞発行資金と 

して金ニ千円を支出せよと申し迫りもじし是に応せざ 

れぱ危害を加ふべき態度を示し同人を良怖せしめ 

同月1 8 日頃，同人より前記三越吳服店大阪支店に於 

て金三百円の寄付を受け，

( 1 3 )被告人柯合康左右，富岡誓は共謀の上，前記け） 

掲記の実業同志会理事A 木幸吉が同被告人等に対し 

庄司乙吉を犯擊したる仲喜一の一味なりとし畏怖し 

居るに乗じ同月18, 9 日頃前記美業同志会事務所に於 

て同人に面会を強-要し分黒党の運動資金として金 

一万R の出金方を中込み，同人を畏怖せしめ，即時 

同人より4 二百円の交付を受け，

( 1 4 )被告人河合ま左右，富岡誓は共謀の上同月2 2 日 

頃.前記実業同志令理事寐本一雄に面会し虚無主義 

分黑党の運動資金として前同様金一万円の出金方を 

強要し若し;是れに応せざれぱ会長武藤山治を暗殺す 

る旨ホし向け同人を畏怖せしめ即時同人より金千円 

の交付を受け，

{ 1 5 )被告人小西次郎，河合康左右，内旧源太郎は共 

?ばの上同月2 0 日ま大阪府泉北郡沢寺字船尾なる福鳥 

紘績株式会社庶務係木村信次郎方に於て同人に対レ 

分黑党の運動資金として金三千円を同会社より支fM 

すべき事を朔要し所携の拳錢を示し若し同社長A  

代祐太郎か是に応せざるに於ては最後の平段に訴ふ 

る旨ホ向け，更に其の後数回，大版市北区玉江町2 ■ 

T 目なる同会社に於て木村信次郎及び取|̂ 7役社長ノ\  

代祐太郎に会見し吾人は自己の生存をすら否定し居• 

る成無主義者なりと告げ三千円の出金方を迫り同人 

等を设怖せしめ同月3 0 同会社に於てA 代祐太郎 

より金千円の交付を受け，

( 1 6 )被告人河合成左イ：!，小西次郎，後野栄吉は共課 

の上，同月下句前記(I?)抱記の北村想次郎方及三越與 

服店大阪支;に於て同人に対し救きに耍求せし三 

千円の残金を出金せよと激裝《したるも，同人が是に 

JtSせざりし為め;II:の的を遂げず，

( I t ) 被色人仲宫一は同ギ11月1 2 f : | ,前記{GHfe}記の鐘
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ギロチン社とその人々（そのニ）

淵妨績株式会社営業部に於て秘書係原楚之進に対し 

分黑党© 肩書ある名刺を差出し堂岛にて庄司ZTき 

を犯擊したるも，小坂にて銀行員を殺害（後記?^五） 

したるも自分にして，自分は一週問めに死なねぱな 

らぬ運故意義ある事'を甘ねぱならぬと去い拳錢を 

示し目下無一物i■&へ千円提供せよと迫り同人を畏怖 

せしめ即時同人より金百五十円の交付を受け,

( 1 8 )被告人仲喜•一は同R 前記{1)揭記の三越吳服0 大 

阪支ぼに於て由名民憲に対し自分の運命は御7漢知の 

通リ故へ地獄行きの後別を出せと強要し，ぼ同/貫 

後藤喜六に拳錢を差付け出金方を暗示したるも同人 

等が之れに応せざりし為め其の目的を遂げず，

(19) 被告人仲喜一は同13前記(5)掲記実業同志会事務 

所に於て同会理事森本一雄に対し所携の拳統を示し 

千円位提保せよと迪り同人を畏‘Mtせしめ即時同人よ 

り金百円のま付を受け，

仲喜一，小西次郎，河合康左右，茂野栄吉. 旧中55之

進 . 富岡誓，食地啓司の右所為は'犯意継続に係る犯行

なり，

第二，被告人仲喜一，ffl中勇之進は共謀の上，大 I U 2  

年 8 月2 0 日，午後10時風兵庫跟御影町大字都家な 

る大阪合同妨績株式会社取綿役秋山広太方に於て同 

人に面会を弥要し，虑無主義分黑党の述動資金とし 

て出金方を迫りしも，同人が容易に応せざりし為め 

喜一はビストルを差向け，59之進は所換の^；̂首を抜 

き放ち，某-の35̂ 求に応せざれぱ忽ち其の生命に危ま- 

を加ふべき爐度を示し， 同人を脅迫し即時同人より 

金亩円を碰要し，

第三，被告人仲喜一大正11年 7 月3 1 日,大阪合同納績 

株武会社天满工場に於て労働争議の勃発したる際一 

職工として是れに參加し居り, 其の当時より同社収 

綺役饭尾一二の傲慢なる態度に憤慨し居りたる他失 

業後も同人が何等好意をませさる為め，之れを不快 

とし前記第一の《10》揭記の如く大正I 2年 9 月1 1 日午後 

6 時頃，被告人HI中巧之進と共に同人め帰途を擁し 

同人を威魅し金銭を交付せしめんとしたるも其f i的 

を遂ける2If能はざりしより同夜大阪府柬成郡清水村 

上ンi t  (京阪m 気鉄道制、路停節Tr付近）なる其の当時 

の隙家に於て他の同志等より散々嘲笑せられし為め 

愤激の余り同人の会社へ出勤する途次を擁し,暗殺 

せんことを決意し翌.12 Hケ-前 9 時 前 大 阪 市 北 区  

觉岛r|，WT 2 丁目街路に立越し通りたる洋助紙株式： 

会社取缔役庄吉を飯嵐一二なりと誤認し所携の 

拳鎌を以て其.の胸部をトゴなけて犯解したるも庄司の

左膊部にM 通統制を;n はしめたるに止まり共の0 的 

を達せず，

第四, 被告富岡誓は大正12年 9 月下何無政府生義者に 

て予て知遇を受け居たる大杉栄が外2 名と共に憲兵 

大尉甘箱Iだ彦等の為め殺害せられたるを知り，深く 

其の仕打を憎み，大杉の為め正彥の实弟甘柏31郎を 

暗殺して其復醫を為さんことを決意し同人が三®  

県津ホ第一中学校に在学中なるを知り, 同月2 5 日頃, 

兵路県明石市人九神社境内茶® 及び同月2 8 日大阪府 

東成部清水村上ノ过（京阪m 免鉄道制、路停所付近） 

なる同志の隠れ家に於て，m 中55之進に対し，其の 

旨を告げ, 前記M常I五郎を暗殺すべき事を逸)m し同 ‘ 

人をして其の決意を為すに至らしめ以て同人を教唆 

し [I!中男之進は同句ilO月 4 日午前7 時頃，三ffl県 

飯南郡松阪附松阪駅道路上付近に於て右五郎を待受 

け短刀を以て同人に斬り鬼らんとしたるも，冗郎に 

尾行し居りたる警察甘に阻止せられ其の目的を遂け 

ず，

第五，被告人富岡誓は大正12年10月初頃,神戸市須磨 

町板宿なる同志の隠れ家に於て，被告人小西次郎に 

対し,大販付近の銀行出張店へ現金を運搬する銀行 

員を途に擁し之れを強海すベきことを逸徹し次郎を 

して其の決意を為すに至らしめ，次て同被告人を教 

唆した左記犯行を実行せしめ，被告人小西次郎は被 

告人古旧大次f t i ; ,内田源太郎，小川義雄，河合疲左 

右, 茂野栄吉と「共謀の上」大阪府中河内郡布施村大 

宇尾西，十五銀行大阪玉造支店小坂派出所の前道路 

に於て同行員角旧芳蔵，浅 IB卯之助兩名より金品を 

強越せんことを企て, 大次郎，源太郞,義雄は目淸 

し 祥 杖 ，ヒ哲等を携行して弧ぜの行為を,又康左右 

は現場見張り役を, 又ポi !rは現場より碱物を次郎の 

ホ許迄述搬することの見張り役を，又次郎は 1̂ 1転ホ 

をjfj意して行き物を運搬逃矩することを各分担し 

大正12年:1 0月1 6 日キ後4 時頃前記道路上i：こ於て，大 

次郎，源太郞，義雄は前示雨行，の帰途を擁し現金 

在中駒を海-取せんとし格闘を為•じたるも，密易に其 

の目的を達し能はず其の内角旧芳蔵が段金在中飽と 

風Pi敷包とを携へたる級，其の付近潮m 玄方庭先に 

逃げ込みたる為め，大次郎は所携のヒ符を以て同人 

の背部を突き刺し卯死せしめ,源太郎は同人より勧 

業债券十円券6 枚，五円券 3 枚在巾の折駒を風呂敷 

包みと為したるもの*^個を獵想して#近松林中に待 

ち受け居りたる次郎に交付し,次郎はず期の如く之 

れを受収りffl転す1にて逃'龙し其の目的を遂げ，

1 U ( 5 5 め
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ギロチン社とその人々（そのニ)

第六, 被告人富岡誓は被告人倉地/7ネ司,伊藤孝一と共 

謀の上. 前記第一の{5》揭記の突業同志会事務所に於 

て 同 会 斑 本 一 雄 に 対 し 大 正 13年 3 月2 2 日孝一* 

をして分黑党本部委員代表中糖誓より同理事宛の吾 

党咋秋の資傷も此処に全く瘾へ更新IS来居す。従前 

の契約履行の為め实行委員として此の者を迪はす旨 

認めたる手紙を持参せしめ，且つ口頭を以て河合康 

左おに運動資金一万円提供の約ありて，内千円を受 

鎮したるも残金を受領せざるに付き，直ちに九千円 

提供せよ. 若し是に応せざれぱ，武藤山治を殺害す 

べき旨中し入れしめ，次て同月2 6 日. 誓，孝‘一*は右 

同所に於て一雄に対し前同後の中し込みを為し咸 

喊したるも，一雄力’、3 0 日に確答すべき旨ホし入れた 

るより同月3 0 日被告人. 3 名同事務所に立越し啓 

司は戸外にて見張りを為し誓，学一は一雄に対し 

本日直ちに出金せざるに於ては武藤山治を殺害すぺ 

しとホ向け同人を畏怖'せしめ翌3 1 日，金さ千円を交 

付すべき事を揉諾するに至らしめ即時同人より内金 

二百円の交付を受けたるものなり。

右'の被告人等の右第一の所為中，M )(10) (16) (!8)は刑法第 

2 5 0 条，第 24 9 条第 1 項に, 其の他は同法第2 4 9 条第 

1 項に，第二の所為は同法第2 3 6 条第 1 項に，第三の 

所為は同法第20 3 条，第 1 9 9 条に，第四の所為は同法 

第 6 1 条第 1 項. 第 20 3条， 第 1 9 9 条に， 第i i：の所為 

巾，強盗殺人の点は同法第6 0 条， 第 2 4 0 条後段に，

同教唆の点は同法第6 0 条第 1 項，第240条後段に，第 

六の所為は同法第2 4 9 条第 1 項に各該当し被告人仲 

喜一，小西次郎. 河合康左右, fflホ男之進, 

富岡誓，合地^̂多司の右第ーの所為に対しては同法第55  

条を* 又被告人か藤孝一，上野克己以外の各被告人に 

対しては同法第4 5 条等を適用すぺきものと思料する 

を以て刑事訴訟法第3 1 2 条に則り主文の如く決徒す 

大正 1 3 ギ 1 1 月 2 5 日

大阪地方栽判所

予 密 判 事 服 部 順 次

右膀本也，即日作成す

大阪地方栽判所

敕 判 所 書 記 国 村 進

この予密決走書およぴ判決書に流れる当局の視点の 

特傲は，ギロチン社二分黑党を犯辦集0 1ときめつけて 

いること，したがって天皇制打倒,11‘画や理想郷建設評 

圃のような^^極の0 標にかかわることはまつたく無視 

されていること，ぞこ!*こおけるいくつかの?!¥件をバラ

バラなものとしてではなく，一連のものとしてとらえ, 

一括して処理していること，それに中拆哲が,その染団 

のリーダーとみなされ，本人の否定にもかかわらず，

小坂事件，甘軸五郎襲撃事件のようなもっとも不利な 

事件における教唆の役割を負ったと判断していること 

である。そのあS果，中浜は，直接かかわった事件が少 

なかぅたにもか力、わらず，第 1 審で無期懲役, 第 2 審 

で死刑をいいわたされたのである。

なお，ギロチン社= 分黑党のうち，小坂事件中心の 

大阪組の判決はつぎのとおりであった。

〔第 1 審は阪地栽)〕

1925年 5 月2 8 日

無期懲役—— 中浜，河合，小西，茂好. 內田，小川 

懲役13年—— 仲 

懲役 8 年—— ffl中 

懲役 3 年—— « , 上野 

〔第 2 審 け :阪挫訴院)〕

1926年 3 月 6 日

死刑—— 中浜

無期懲役—— 小西，河合

懲役15年—— 茂好，内旧，小川，仲

懲役 8 年一 一 田中

懲役 3 年 藤 ，上野

また，束京組の判決はつぎのとおりでをった， 

〔第 1 審 （東京地栽)〕

1 925年 9 月1 0日 

死刑—— 古田 

無期懲役—— 和旧 

燃役12年-̂ — 倉地 

懲役 6 年—— 新谷

〔第 2 審 （東京控訴院)〕 ■

1 926年 7 月1 9 日 

懲役12年—— 含地

懲役 g 年一 一 新谷

はかに，ギロチン社事件の脈絡のなかから，中沢ら 

の脱獄をはかろうとして逮拙されたものが数名でた。 

そのグループの判決はつぎのとおりでた。

懲役 7 年—— 山IlliE- - ,小西武夫 

懲役 5 ギ—— 族部治之助 

懲役 4 年 一 小 ® 松太郎 .
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ギ^̂チン社とそ’の人々（その:：1)

5 . ギロチン社の人々

' ，‘ ■ ■ .，

ギV*チン社関係者こついては, そ©団体や事仲と同 

樣に不明な部分が少なくない。以下に,判明する滴囲 

においてではあるが， 1 つの资料として関係者の略服 

を紹介することにしすこい。

, , . . ' i ,

伊藤孝一大仮市の出身。逮捕当時は24歳。尋常 

小学校2 年修業後, 家庭に波乱がぉき，一家離散。そ 

のためi 彼には身よりといえぱ北区今弁町（本籍地）の 

祉母の家だけとなり*すぐに榮公にでなければならな 

かった。まず北区夫神橋のIB中維貨店, ザ 後 に は ， 

そのすぐ近くの大貧薬店に奉公にでた。そこに6 年は 

ど勤めためち, 陸軍兵器廠大阪支庁に職工として入職。 

ついで1 9 1 9年に大阪市電掌に転職した。 そこに約 

1 年半勤めて, さら造幣局職工に転職。 2 年後には 

退職して上京, 神旧をはじめ,各所で士方仕享をし 

た。そのころ, 1 922年 9 月の総連合大会で会ったこと 

のある中狼と親しくづきあうようになり.ギロチン社 

のグルプ入りした。同社の関西移動にも同行。そこ 

で士方とリヤク，で生ほを支えるが，前記のような事件 

にまきこまれ，中浜とともに逮浦された。ただ，彼は， 

ギロチン社とのかかわりはそう深くなく，恐喝のみを 

問われ, 第 1 審， 2 辦 （大阪搜訴院）ともグル一プでは 

もっとも軽い懲役3 年をいいわたされた。1927年励令 

第12号によって懲役2  5 月1 0 日に変更され，出所。 

1928年 1 月から 3 月にかけて，大阪市.•：大阪電気軌道 

会社庶務係玉ra清太郎にた'^、し， リャクを働き* ?然喝 

として逮捕された。同年 6 月1 4 H , 懲役 3 年に処され 

た。そ の 後 ,「他時中大阪茨木で練開愿童の世話中に 

急死したJ (逸見-吉三•■墓標のないァすキスト部像⑧ J *■現代 

の眼J 1 971年 1 1 月号) といわれる。 '

- ，，ニ，- . ' ' -

上野克己静岡県三鳥町出身。逮浦当時20歳。父 

は役人でmmmm, 幼少時に鹿児鳥に赴任し彼 

は巾学3 年修業までその地で! ^ った。1 9 1 9ギ,効学を志 

して上京。1 9 2 0年 1 月 柬 信 帰 に 勤 務 . 1922年 4 月 

拱記補となる。ここでの在職ホ，同局f cつとめていた 

則 153之進を知る力；,被をつうじて社会迎動へ少しず 

つ inを旧かれた。 I 923ィf if s月，病気 （沖杯哀弱）で退職。 

II沖との関係で，常川町でIが 1労働おになった，そこ 

でホ沢，河合，ホ旧らとつきあうようになり，ギロチ 

ン社に☆ 流した。 しかし不勘銀行などへのリヤクに

かかわったていどで, . .一時同グループをはなれた。そ . 

の関係で，第 1 蔣, 2 審ともグル^ プではもっとも軽 

V、懲役 3 年を、、I 、わたされた。出所後アナキズム運軌 

にもどり, 関ffi巢旗速盟にも参加，戦後病段した。 ^

内田源太郎陸野政雄や陸野広ともいった。闕山 

県真庭•郡：: : 川村 tこ生まれた。速浦当時は最年少のI 8歳。 

3 歳のこ,ろ両親力';行方不明となり，弟 1 人と机父母に 

まてられた。小学校ギ榮後，大阪市東の羅紗商宇俟 

見商店にMT員として率公にでた。そこで改野朱吉と知： 

りあい，低;賃金など労働条件の悪さを話しあう機会を. 

もった。そこから，ネL会問題に風をもちはじめ,そ 

の都:の本を説んだり，天王#公園の演説会などに無を 

だしたりした。1923年 9 月中ごろ，仕事がつまらなく 

なり, 宇佐見商店をやめ, 茂野をたよって，清水村の 

ギロチン社アジトの仲間入りした。それ力、らはどなく， 

小坂事件に関与して逮捕された。第 1 審では無期,第 

2 審では懲役15年に減刑された。1938年出所しなお 

健在でもる。

小川義雄僧名は小川全英。上野兰郎ともいった。 

逮捕当時は26歳。広鳥系の郷里で小学校まですすんで. 

から，兵庫県甲東村の真g 宗神BE寺に寄留し，高等小 

学校をへて，京都中学に入学した。それから3 年はど 

して，彼自身勉学をあまり好まなかったのと神況寺の 

都合もあって中退し，をにもどった。 1 9 歳から2 3 歳 

まで僧侶をつとめるが，文学や束京への僮れがやみが 

たく， 1 9 2 2 年秋上京。 ，川町で自 ttl労働者になっ/こ 

り，神旧美士代町の入道館で働いたりした。そこで小 

fll栄，茂野栄吉らと知りあう。1923年 2 月ころ，小ai 

の紹介で戸塚町源兵衛のギロチン社に参加L , 3 月に 

一斉'検举で2 9日の拘® にあった。釈放されると，中浜 

とホ旧の出迪えで，-4ヒ千住の新しいアジトへ迎え入れ 

られた。 6 ガから8 月にかけて，他の同志は大阪方而 

へ移動するが， 1 人おくれて9 月に大阪へ移動し清 

水村のアジトに参加した。幾月1 6日ぃ小坂事沖に関与- 

して逮 された。 第 1 密では無期邀役， 2 沸では懲 

ほギに減刑された。1936年,服役中の Ifl府刑務所で解

した。

河 合 康 左 右 河 合 -^做ともいった。1899作岐if?•県 

羽岛邵松枝村に生まれた。幼時に父ほと死別しW  

に宵てられた。岐JiMlft立巾学をキ業後, 1 句るあまり岐 

ホですごしてから上ポ。はI IIIな気M に愤れ,鹿應栽熟
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ギロチン社とその人々（そのニ）

大学予科（政? に入学した。 し か し 1 年で退学し 

名古屋で第8 高等学校（现科乙額〉に入学した。とれは， 

粗母や親戚のものが医者になるととをすすめたためで 

あったが. 医学に與味がわかず,しだいに反抗心り方 

がかつようになり， 2 年で退学した（I 922ギ10月除籍)。 

7 ?度上京し，書物 .雑誌をつうじて知った大杉榮を訪 

れ運励への接近をはかった。 *1週間はど大杉あに滞 

在する力: ，満足をえられず，一時石川島や富川で自 

由♦ 働者になった。中浪らの自由労働者同盟にも参力li 

した。 しかし，自由労働者にも，その同盟にも失望し 

て身をひいた。1922年春，ギロチン社にとびこみ.戸 

塚町源兵衛，ついで北千住のアジトに同居した。MSi 
は， リャクと労働でたてすこ。その間，1 9 2 2年 1 1 月と 

2 3 年 3 Bにぽ浪罪で拘留M 日にあっている。2 3 年 6  

月下阪i 清水村アジトの中心になを。同年 1 0 月 1 6 日 

小坂事件に連座し逮捕された。第 1 患 , 2 審ともに無 

期懲役をいいわたされだ。いったん上告するカレすぐ 

にそれをひきさげ，下獄した。1943年獄死した。なお, 

速浦後，彼は自らの思想を「ベルグソンの系統でアナ 

ギズムに類似したものでありますJ と か r ニヒリズ 

ムJ といっている。 主 著 『芬 絶 論 ( 1 9 2 8 河合遗稿 

刊行会)，『無朋囚I (1934あ数橋文学M:)。

倉地啓司岡山県英旧邵福本村出身。逮捕当時は 

35氣父の代には村長もつとめた旧家に生まれたが， 

幼少時に家が破産し, 一家は転々とした生括をおくる。 

間山県西大寺町で戴小学校を卒業。子供のころから 

力 lij慢で草相撲に精をだした。その後,天満助などの 

工場で職工として働く力’、，反総同盟系の大阪助績労糾 

にも加盟した。1922年 5 月上京して富川P1Jで自由労働 

者にでて，中浪, 南義雄らと知る。それ以後ギロチン社 

グループに接近し翌23年には下阪。一時,広岛県の広 

岛惯気会社の石本組人夫になるが，また大阪にもどっ 

て，ギロチンに合流した。 しかし仲による犯擊事 

件後ギロチン社をはなれることもあった。その後，ま 

たそのグループと連絡をとり，ダイナマイト顿の人手 

に力をかすことになって，かつて働いたことのある広 

鳥m 级会社に調速にでかけた。彼は，他の同志よりお 

くれて逮抓されるが，そのときのもようを当時の新IJfj 

(*■奶i湖ロ細 I|jl924ィI別 J 2 9 t t )は，つぎのように伝えて 

いる。，

<■〔大阪m 話：！柬まに於けるぢ泣大事件犯人の典お 

は271:1夜 9 神戸をIH発し能^(*;で大阪へ来り

28 ロ则5 時明m 外豊崎町本庄角形北大阪労働組合本

部に知人を訪ねて来たところを張込中の中津署員に 

Mmされた由妨木綿のi'fi衣にま稗帽を寇ってゐたが 

懐中には1 円足らずの金を有ってゐた。束京を逃出 

して以来神戸に潜伏してゐたものらしく収敢ず中律 

署に留致し吉ffl刑事課長など出張取調の上此旨參祝 

庁に移牒した的称 '着検閲济) J 

彼はホ旧大次郎，和田久太郎らとともに東京で栽判を 

うけている力，\ 第 1 密， 2 審ともに懲役12年をいいわ 

たされた。 1935架Mi所 し 1 % 0年にt r くなった。

小西次郎大阪市東区淡路町に坐まれた。逮浦当 

IIキは24歳* 小学校をギえると,私立大阪実践商業学校 

(夜問）に通う（3 年まですすみ中追）かたわら，浪速銀 

行の給仕として勤務。 1 年後には書記補となり，同行 

には1 9 1 3 年から 1 8 年まで在勤した。1 918年なかぱに 

銀行をやめ， 自宅 （市内東区淡路町2 丁目）で父の洋品 

店を手つだった。 .しかし, ' それもすぐやめ，同年か.ら 

1 920年まや，日本電話工藥枕式会社会計課に勤務し 

た。ちょうどそのとろから不況ヵ碟来しその余波で 

同社を退社。一時父の店を手つだう力5,家業そのもの 

力な，兄武夫が社会運動に熱中して投げだしていたこと 

もあって，不振となっており，はとなく父は店をたた 

んで，加古川に退隠した，1 9 2 2年上京し，東京興信所 

につとめるかたわら，正则英語学校にもかよう。 1923  

年 1 月，また関西にもどり，加古川で日本毛織に職工 

として入職しすこ。すでに在京中にギロチン社に出入り 

していたが，日本毛織で現実にも労働運動に共鳴する 

ことになり, 自らも# 年 5 月党と称する団体をつくっ 

た。 6 月にそこをやめて大阪にもどり，ギロチン社グ 

ループに合流した。いったん，アナキズム系り運動に 

うちこんでいた兄武夫の家（大阪府北河内郡德村）に 

同居したあと， 8 月から清水村のァジトに移ゥた。

このように，彼は，思想的には兄の感化をうけたが, 

迎勘には日本-ち織時代から本格的にうちこむようにな 

ゥたといえる。ギロチン社内では中浪に近く , 柯合の 

ロをかりると， 浪のいいなりということになる。過 

激なことを口にするものの，なかなか実行に移さない 

という批判も内部にあった。 しかし小坂 ?If# ではホ 

心人物の1 人となり，速他後，第 1 ，， 2 審ともに無 

期懲役をいいわたされた。現存‘。

旧 中 勇 之 進 木 !酌 K大郎や米 ffl突ともいった》 

1904律 8 月 1 日，山ロ照笠戸;^/ (現下松Tl/〉に虫まれた。 

薪の商榮学校をギ菜後, 1 922ザ 韻 ♦ 来京通信局(他 2
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ギFtチン社とその人々（その:：1)

ィr- 6 月まで）や神田錦HfTの三等郵便局に務。ついで富 

川町で自由労働者となり，自由労働者同盟にも加盟。 

その間，東京述信局時代から，社会主義にもふれ，ま 

ず同局にいた上野と，っいでIねね労働者仲間の中沢. 

河合らとも知りをっていく。そのころから短歌や詩も 

つくって白拷と号した。鬼京でギロチン社グループと 

リャク活勒をやっすこのち, 1923年夏には大阪に移励。 

大震炎後，前記の事件に関係し第 1 審， 2 審とも懲 

役 8 年をいいわたされた。戦後は廃品回収業を営みつ 

つ，アナキスト . クラプにも所属。そのかたわら，短 

歌もつくりつづけた。1 9 6 6年1 2月 7 日死亡レた。

仲 喜 一 兵 庫 県 三 m 市出身。逮捕当時は23歳。 

小学校卒業後，大阪で石炭商店や雑貨店につとめたの 

ち，大阪，東京，神戸，門司，若松，朝鮮などで， 21 

歳まで放浪生活をおくった。1 9 2 2年 2 月，京都のi i -秘， 

績会社に職工として入職した。同年 3 月には,上級職 

エと衝突して，大阪合同妨績会社に転職。そこで模f厳 

職工として働くが， 7 月，職工の待遇改善要求からス 

トが発生し彼も参加した。同じころ，総同盟系の大 

阪紛績労働組合の結成にも参加した。 し か し 8 月？ 

日，不良職工として解雇された。この大阪合同妨に収 

餘役として飯尾一二がおり，経営陣とりわけ飯尾が仲 

にとってはまったく理不尽で不適な態度をとったと思 

えたこと， しかもスト中に会社側から暴行もうけたう 

免，解雇されたことが，彼の資本家への反感，あるい 

はのちの飯尾へのリヤクや襲擊につながってい く。そ 

の後，プラックリストにのせられたため，教/績会社へ 

の入職は困難であったが， 9 月にようやく柬涕幼に入 

職。しかし宣伝ビラをまいたことで，すぐに解雇さ 

れた。そこの取綿役に庄司乙吉がいた。この点から， 

戦後，仲がもらしたという証言，つまり飯尾を特ちぶ 

せていたら，たまたま；:liW)がきたので，庄司と承知し 

ながら威ま犯撃したということ力;，それはど不自然な 

く説明できるだろう。

その後土方になるゼ、、本 人 が 、うには病身でつづか 

ず，1923年 2 月名古屋に行き, 自111労働組合に一時滞 

布-したのち，倉地とともに上京，商葛労働組合に関係 

したり，富川WTで自山労働者になたりした。そこで 

t|，旷もや博(義雄らと知り，ギロチン社に係するように 

なった。 3 月のギロチン社一‘奔梭举でも，？ポ说U|1で拘 

fWされた。釈放後，高雄正道，ま川守卵,恥労働飢 

合，ある'/、は富川iitj*のある旧:rメ教者の家に世話にな 

ったりした。 6 月大阪にもどり，ニ木組の土方になっ

たり，ギロチン社グループと会社まわりのリヤクを行 

なったりした。そして 9 月I 2日に前記の事件をひきお 

こすわけである。遠浦後，第 1 審では纖役13年 , 2 審 

ではI 5ギをいいわたされた。19 34年 2 B に出所するが, 

その後大阪で古書籍商を開業。 1935ィj i l l月. いわゆる 

無政府共産党事件では全国一3̂ 检举の余波で検举され 

た。ただ，出所後はr古本商を営み業務に精励し居りて 

忠想的行動なし」 ■思想研究資料特輯節27ぢ 1936年)

と制断されて釈放された。その後, 戦前 .戦後をつう 

じて前記の古書籍商を営藥している。

中 浜 哲 本 名 富 岡 誓 。浪鉄，中浪鉄,富同誠と 

もいぅた。1897年 1 月 1 日福間県企救都東鄉村（現北 

プし州市門司区）に生まれた。家は村の旧家で,特定郵便 

局を経営するはどでもあった。豊I I 中学校中退後，軍 

隊生活をおくった。除隊後，詩や小説などの文筆生活 

を志しつつ，鄉里と東京を往来。1 9 2 0年末ころから, 

アナキズム運動に関係した。まず加藤一夫らの1̂1 lil人 

連盟に参加するが，すぐに脱退して, 東京，娘北,北 

海道を放浪したのち，小作人社で知りあぅた古HIと， 

1922年春，チロリズムに共 鳴 し その年にはギロチン 

社を結成した。その間，中名生幸力らと府下の自由労 

働者の組織化に成功し, 自由労働者同盟を結成した。

ほどなくこの同盟をもはなれるが,しだいにリヤ夕な 

どにうちこむようになった。1 9 2 3律-夏， 大版方而に移 

勤しそこでも主にリャクで生 ? と運励を支えた。大 

震災後，資を的窮乏と大杉のための復豐もあり，EH中 

による甘柏五郎へのチロルや小坂?件にたいする影響 

力がつよく，当局からは教唆の責任を資わされた。 

1 9 2 4年 3 月3 0 日，実業同志会で同会理事森本一雄への 

リャクの交渉直後に逮捕された。第 1 ，では無期， 2 

審では死刑をいいわたされるが，上告せず，1926年 4  

月1 5 日，大阪で刑死した。すぐれた詩人でもあった。 

主 著 •■黑パン—— 中浜鉄著作盤—— J (『祖国と0  llu 1925 

ィI纖 ; 1号〉， *■黑ま—— 中浜15遗稿』（*■新典信濃J 1 9 3 1年 

m s 号) ， 『中浜哲遗稿集J  (1932年6 月,’ 名古屋労卿n題 

5/f究所)。

古田大次郎藤弁久ともいった，1 9 0 0年 1 月 1 日 

束京町区単町で生まれた。父は宵吏であった。 1917  

年，麻布中学校卒業後，早都由大学高等予科法学科 (Mmにすすんだ。すでに予科のころから, 社会問題 . 

社会思想にたいする関心をもっていたが，大学部にす 

すんでから，まず1Q19ギ，学内の民人同盟会，ついで
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ギロチン社とその人々（そのニ）

2 0 ^ 1 ^ # .翅設者同iiliに参加した。 しかし, その運助や 

会鳥に満足できず, 1 9 2 1年夏, 同盟を脱退。そのころ 

からアナキストとの交流がはじまった< /同年1 1月2 3 日 

母が亡くなり，その悲しみをまぎらす気持もあって， 

幕れに，渡辺善1̂も長島新，塚本®次郎らと椅主跟熊 

谷町けぐに上述imこ移励）に, 農民述動をめざし 't ,  

小作人社を姑成した。 しかし迪励の方は， 機IMI紙 

f小作人J 1 号を発行した以外成果はあがらず，尖敗に 

終った。その間， 2 月に中と知りあ、、，小作人社解 

散前に， 2 人でチロリズムに共鳴した。1 9 2 2年をつう 

じて，同志をひろげ，その!31体をギロチン社と命名し 

た。被はその団体の情神的支柱の役制を負った。ナこだ 

志したチルはなんらはたせず , 小坂事件.福旧大将狙 

離事件,それにつづく爆弾投下事件に閲係するのみに 

終った。1924年 9 月10 PJ, 柬京府下大弁町上!^'ぼめ隠 

れ家で村木とともに遠tillされた。2 5タA 9 月1 0 日に死刑 

の判決をうけるが， Iルらのぞんで搜訴をとりやめ，

10月1 5 hi絞ほ台にのぼった。主著 死 の 饿 假 1 (1926尔, 

春秋H : ) ,ド死刑囚の思ひ出J ひ930 ィ も い ず  

れも当時ぺストセラーになった。

茂野栄吉伊并三郎ともいった。速抓当時は20歳。 

石川</^«^川郡!11̂ 々ホホirに生まれた。高等小学校キ業後， 

一ii?i t 業に從i j fしたのち，大阪にでて，191が1̂ .11月， 

大阪ホ] ] {区の羅紗商字化) i!■商店に;お只とじて奉公にで 

た。アナキズム運励にも1̂ 4係した兄藤]ifの燃響で，在

職中から社会主義や労働問題に関心をもっていた。と 

れに同調したのが同店の後-带にあたる内旧であっナこ。 

19^3年 5 月，同店をやめ上京。日雇などにでたのち，

7 月には帰阪し, ギロチン社グループと行動を共にす 

る。1923年 8 パ，三越へのリヤクで船場嘗察署に浮浪 

罪で拘® された。その直後一時ギロチン社をはなれ， 

上京'f るが，I巧来大霞炎後になをと，仕事もなく，ま 

た帰阪。行き場がなく，上;ik中に木M宿や立ちん坊で 

知りあった河合に会って清水村のアジトに合流した。 

そして小坂事件にまきこまれる。第 1 嫌セは無期懲役, 

2 藩では懲役15ギをいいわたされた。1938年出所し 

戦後書籍商を営んでいる。

ほかに，ギロチン社に関係したものとしては, ’ 山IU 

正一，族部治之助, 小四武夫；小西松太郎らがおり， 

また和m 久太郎，阪谷賞-一，逸見吉三，新谷与一郎, 

A 木信三，入江常一 . 川； 松, 村T icii★郎らのよう 

に，福旧大将姐撃事件-との関速で，併合して束京で栽 

判をうけたものもいる。また律i旧事件の派生としての 

福W大将にた、、する皮肉な悪戯を脅迫事仲とされた古 

河三樹松，他 ffl寅三，さらにギF*ネシ社に部分的に関 

係をもった南綴雄，小旧栄，長山長，後藤謙太郎，高 

鳥三次，金善船らもいる。とれらの人々f cつレでは， 

福 III大将狙撃事件や他の問超との関速で橋を新たに， 

いずれとひげるつもりなので , とこやはふれないこ

とにする。 済学部助教授）

■ 9 1 utm
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